
湯浅町水道料金等審議会の
委員を募集します

和歌山県知事表彰を
受賞されました

８
月
５
日
㊍
、永
年
に
わ
た
り
県

政
の
発
展
や
公
共
の
福
祉
増
進
に

功
労
が
あ
っ
た
方
等
を
対
象
と
し
た

令
和
３
年
和
歌
山
県
知
事
表
彰
受

賞
者
の
決
定
が
あ
り
、湯
浅
町
か
ら

小こ

松ま
つ
ひ
で

夫お

氏
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

小
松
氏
は
、町
議
会
議
員
と
し
て

議
長
職
を
は
じ
め
と
す
る
功
績
に
よ

り
地
方
自
治
分
野
で
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

｜
募
集
内
容
｜

●
募
集
人
数

　

2
名

●
募
集
対
象
者

湯
浅
町
水
道
事
業
の
給
水
区
域
内

で
水
道
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方

令
和
3
年
10
月
1
日
現
在
で
満
18

歳
以
上
満
40
歳
以
下
の
方

今
後
の
水
道
料
金
等
に
つ
い
て
審
議

す
る
た
め
審
議
会
を
設
置
し
ま
す
。

水
道
を
使
用
さ
れ
て
い
る
皆
様
か
ら

率
直
な
ご
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
、こ
の

審
議
会
の
委
員
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る

方
を
募
集
し
ま
す
。

●
任　

期

概
ね
1
年（
任
命
の
日
か
ら
町
長
の

諮し

問も
ん
に
答
申
を
す
る
ま
で
の
期
間
）

11
月
上
旬
〜
令
和
４
年
8
月
下
旬

（
全
5
回
審
議
会
開
催
）を
予
定

●
募
集
期
間

　

10
月
25
日
㊊
ま
で

●
応
募
方
法

「
水
道
料
金
等
審
議
会
委
員
応
募

申
込
書
」に
必
要
事
項
を
ご
記
入
い

た
だ
き
、湯
浅
町
水
道
事
務
所
へ
持

参
、郵
送
、ま
た
は
E
メ
ー
ル
に
て
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

※
応
募
申
込
書
は
、湯
浅
町
水
道
事

務
所
で
配
布
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

湯浅町水道事務所

☎62-4171
問

「人権相談所」と「心配ごと相談所」
を合同開設します！

12
月
４
日
㊏
〜
10
日
㊎
は「
人
権
週
間
」で

す
。人
権
意
識
の
普
及
、高
揚
を
図
る
た
め
、さ

ま
ざ
ま
な
取
組
が
全
国
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

湯
浅
町
で
も
、人
権
週
間
に
先
が
け
て
、次
の

と
お
り「
人
権
相
談
所
」と「
心
配
ご
と
相
談
所
」

を
合
同
開
催
し
ま
す
。相
談
費
用
は
無
料
で
、秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
開
設
日
：
11
月
２
日
㊋

●
開
設
場
所

　

湯
浅
町
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー　

２
階

　

大
ホ
ー
ル

●
開
設
時
間

　

人
権
相
談
所 

9
時
30
分
〜
16
時

心
配
ご
と
相
談
所 

9
時
30
分
〜
11
時
30
分

弁
護
士
相
談 

13
時
〜
16
時

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、

マ
ス
ク
の
着
用
等
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

人権相談所 人権推進課（総合センター）

☎64-1126
心配ごと相談所・弁護士相談
湯浅町社会福祉協議会

☎63-5175

問

─── 提出先（郵送・持参） ───
　湯浅町水道事務所
〒643－0003
和歌山県有田郡湯浅町別所331番地
（Ｅメール） suido@town.yuasa.lg.jp

▶
小
松

夫
氏

6令和３年10月

福祉課福祉係（10番窓口）☎64-1120問

　障がい者等利用駐車場区画は、身体に障がい（視覚障がい・肢体不自由・
心臓や腎臓などの内部障がい）のある方や、妊産婦、高齢者、病気やけが
等で歩行が困難な方が、車の乗り降りをしやすいように配慮された駐車ス
ペースです。
　思いやりの気持ちでマナーを守り、適正に駐車場を利用しましょう。

障がい者等用駐車場の適正利用のために

｜ワクチン接種予約率｜
ワクチン接種を希望し、9月17日までの時点で予約を

申し込まれた人数の割合（予約率）が下の表です。これま
で低いとされていた18歳までの若年層のワクチン接種
を希望する割合もかなり高くなっています。
ワクチン接種で心配される副反応は、大部分は接種の
翌日をピークに発現し、数日以内に回復しています。学校
や職場、家庭での感染を抑えるため、積極的なワクチン
接種をお願いします。なお、強いアレルギーなど健康面で
不安のある方は無理に接種をせず、医療機関でよく相談
のうえ判断してください。

｜10月以降のワクチン接種｜
湯浅町ではすでに多くの方が接種を終え、また予約申込を済ませていることから、10月以降は接種できる医療機関や

日時を限定してワクチン接種を行います。

ワクチン接種率（9月19日時点）
■接種対象者全体（12歳以上）

接種回数 湯浅町 和歌山県 全国平均

１回目の
接種を終えた人 83.6％ 72.8％ 59.6％

２回目の
接種を終えた人 75.1％ 64.3％ 48.4％

湯浅町接種対象者10,733人

ワクチン接種の進捗状況をお知らせします
湯浅町コロナワクチン相談窓口（９番窓口）　☎２２-３８３０問

新型コロナウイルスワクチン接種についてのお知らせ

新型コロナワクチンに関する最新の情報は、湯浅町ホームページで公表しています。

■年代別ワクチン接種予約率
対象年代 対象人数 予約済み人数 予約率
12～15歳 329人 238人 72.3％
16～18歳 303人 241人 79.5％
19～29歳 1,035人 696人 67.2％
30～39歳 937人 717人 76.5％
40～59歳 2,915人 2,523人 86.6％
60歳以上 5,023人 4,690人 93.3％

※令和3年9月1日現在の住民基本台帳人口で算出しています

7 令和３年10月


